
株式会社ヒューマンキャピタル－第 51 期 

労働者派遣法に基づく情報公開 

 

平成２４年１０月１日の「改正労働者派遣法」の施行に伴い、当社の前事業年度における 

マージン率を公開いたします。 

マージン率は以下の計算式で算出します。 

  ※マージン率 ＝ （派遣料金の平均額 － 派遣労働者の賃金の平均額） ÷ 派遣料金の平均額 

 

対象期間：2024.11.1～2025.10.31 

 東京本社 福岡支店 

（１） 派遣労働者の数 45 人 1 人 

（２） 派遣先の数 17 社 1 社 

（３） 
派遣料金の平均 

（１日８時間あたり） 
32,607 円 25,243 円 

（４） 
派遣労働者の賃金の平均 

（１日８時間あたり） 
21,993 円 12,831 円 

（５） 

マージン率 

※マージンには、派遣元事業者

として会社負担する健康保険・

厚生年金・雇用保険・労働保険

の費用となる社会保険料、事業

運営費として営業担当者の人

件費や営業活動諸費用・オフィ

ス賃借料、福利厚生費、研修費

等が含まれています。 

32.6％ 49.2％ 

（６） 労使協定の締結状況 

・労使協定を締結している 

・協定書の有効期間終期：２０２６年３月３１日 

・協定労働者の範囲：システム開発及びシステム運用 

管理業務に従事する従業員 

（７） 教育訓練に関する事項 

・情報セキュリティ、個人情報保護に関する教育 

・技術者研修 

・ビジネススキル研修 

（８） その他参考となる事項 
・資格取得奨励制度 

・保養施設 

 


